
 

１．常時使用する従業員の数が50人以下の会社又は個人 

２．北海道信用保証協会の保証対象業種である事業を営んでいること 

３．町税の滞納がないこと 

４．町内で同一事業を引き続き１年以上営業していること 

ご利用できる方 

 

町が銀行や信用金庫などの金融機関の窓口を通じて中小企業の方々に融資する

ものです。 

金融機関は申し込みのあった都度審査を行い、また、北海道信用保証協会の保

証審査を経た上で、資金の貸し付けを行います。 

融資制度のしくみ 

 

<町> 江差町役場産業振興課商工係 ℡0139-52-6717 

<商工会> 江差商工会       ℡0139-52-0531 

<取扱金融機関> 

 ・道南うみ街信用金庫本店    ℡0139-52-1036 

 ・北洋銀行江差支店       ℡0139-52-0123 

お問い合わせ先 

江差町では、厳しい経営環境にある中小企業を支援するため、中小企業融資制度

を行っております。制度のしくみ等については下記のとおりとなっておりますの

でご案内いたします。 

融資内容 貸付額 貸付期間 金利 
運転資金 ３００万円以内 1年以内         1.6％ 

長期運転資金 ３００万円以内 ５年以内 
3年以内   1.9% 

3年超    2.1% 

設備合理化資金 ５００万円以内 ７年以内 
3年以内   1.4% 

3年超    1.6% 

旅館等宿泊施設増改

築資金 
１，０００万円以内 12年以内 

3年以内   1.3% 

3年超    1.5% 

江差町 

※本制度は融資の斡旋を行うもので、融資の実行を保証するものではありません。金融機関の審査の結果、

希望通りの融資をうけられない場合もありますのでご注意ください。 



江差町中小企業融資斡旋申込書 

提出書類 
法人 個人 

１ 融資斡旋申込書 １ 融資斡旋申込書 

２ 納税証明書 
発行日より3カ月
以内のもの 

２ 納税証明書 
発行日より3カ月
以内のもの 

３ 
履歴事項全部証明書 

（法人の登記簿謄本） 
発行日より3カ月
以内のもの 

3 住民票 
発行日より3カ月
以内のもの 

４ 法人税確定申告書決算書 4 確定申告書の全部コピー 青色申告決算書 

年   月   日 

フリガナ

□運転資金

フリガナ

□長期運転資金

〒

□設備合理化資金

電話

ＦＡＸ □旅館等宿泊施設増改築資金

e-mail

常用 人・ パート 人

千円

□道南うみ街信用金庫

□北洋銀行江差支店

千円
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上記のとおり、江差町中小企業融資の斡旋をいたしますので、よろしく御取り計らい願います。 

次のとおり、江差町中小企業融資を受けたいので申し込みをいたします。 

斡旋機関              ㊞  


